
⼾⽥市都市マスタープラン
推進委員会の役割について

１ 都市計画マスタープランとは
２ 都市計画マスタープラン改定の背景
３ 今後のスケジュール
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１ 都市計画マスタープランとは
 都市計画マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）とは

都市計画法 第18条の２（市町村の都市計画に関する基本的な方針）
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定め
るものとする。

• 市町村が、創意⼯夫のもと住⺠の意⾒を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確
立し、地区別のあるべき市街地像を示すもの。

• 地域別の整備課題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動などを支える諸施設の計画
などをきめ細かくかつ総合的に定める。

 法的位置づけ

 一般的な構成と記載内容
1. まちづくりの理念や都市計画の目標
2. 全体構想
 目指すべき都市像とその実現のための主要課題
 課題に対応した整備方針 等

3. 地域別構想
 地域の特性に応じ、誘導すべき建築物の用途・形態
 地域の課題に応じ、地域内に整備すべき諸施設、円滑な都市交通の確保、
緑地空間のグリーンインフラとしての機能の評価と保全・創出、
空地の確保、景観形成のため配慮すべき事項等の方針
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２ 都市計画マスタープラン改定の背景
 都市計画マスタープラン改定の背景

土地利用の変化への対応
市では、平成24年11月に「第2次⼾⽥市都市マスタープラン」、平成31年1月に「第2

次⼾⽥市都市マスタープラン（改定版）」を策定。
都市マスタープランは、概ね20年後を目標年次とし、目標とする都市づくりの実現に

向けた整備方針等を定めているため、都市の変化に合わせた定期的な⾒直しが必要。
第2次都市マス（改定版）の策定から概ね5年が経過し、本市の都市づくりの前提とな

る土地利用等の環境の変化に対応する必要がある。

改定された関連計画との整合性の確保
第2次都市マス（改定版）策定以降の、上位関連計画の策定・改定は以下の通り。
上位計画の改定や、法改正による立地適正化計画の防災指針の位置づけ等があり、市

の都市計画に関する基本的な方針に即したものにする必要がある。

社会情勢の変化
今後予想される人口減少・少子高齢化の進行、環境問題に対する意識の高まり、激甚

化・頻発化する自然災害への対応、まちづくり関係法制度の改正等といった社会情勢の
変化への対応が求められている。

➊

➋

➌

上位関連計画年月

第５次総合振興計画 策定（戸田市）令和３年３月

戸田市都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 改定（埼玉県）令和５年10月

立地適正化計画 改定（防災指針の位置づけ）（戸田市）令和６年４月

表 – 上位関連計画の改定（平成31年以降）
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３ 今後のスケジュール
 推進委員会及び検討委員会のスケジュール
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